
・一般病棟
入院患者7人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。

・結核病棟
入院患者7人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。

・精神病棟
入院患者10人に対して1人以上の看護職員が勤務をしています。

・緩和ケア病棟
入院患者 7人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。

※日勤と夜勤をあわせた人数です。


